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３月定例会に提出された案件について、付託された委員会で審査を行う委員会質問は、次のページへ

会期 ３月４日～３月15日

採決結果　◯：賛成、×：反対

会例定３月

付託先　議案 第1号（所管部分）・第2号・第6～7号（所管部分)・第11～13号：総務教育常任委員会      
　　　　議案 第1号（所管部分）・第3～5号・第6～7号（所管部分)・第8～10号・第14～16号・陳情第1号：産業厚生常任委員会
　　　　      

覧一議案

議案 内　容　説　明 小
杉

古
川

加
藤

田
村 森 竹

島

①
令和６年度一般会計予算19億5,428万８千円（前年度比0.1%減）が計上されました。
主な予算は、地域ICTプラットフォーム導入費33万円、重層的支援体制整備事業費367万５千円、放
課後児童クラブ利用料補助事業費209万８千円、サンフラワープロジェクト（仮称）事業費30万円、
土地改良施設維持管理（水門工事）事業費3,563万円等です。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

② 令和６年度土地取得事業特別会計予算32万円６千円（前年度同額）が計上されました。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③ 令和６年度国民健康保険事業特別会計予算１億6,768万９千円（前年度比2.4%減）が計上されました。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

④ 令和６年度後期高齢者医療事業特別会計予算6,452万２千円（前年度比5.6%減）が計上されました。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑤ 令和６年度簡易水道事業会計予算１億4,397万６千円が計上されました。これまで特別会計であった
簡易水道事業会計は企業会計に移行されました。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑥
印鑑登録証明書交付に係る規定変更に伴い、舟橋村印鑑条例一部改正について専決処分を承認しました。
令和５年度一般会計補正予算（第７～８号）……増額補正1,006万９千円
物価高騰に伴う支援金給付事業720万６千円、ブロック塀処分委託料300万円等の予算措置について
専決処分を承認しました。令和５年度予算総額は21億5,165万９千円となりました。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑦
令和５年度一般会計補正予算（第９号）……増額補正１億426万２千円
ふるさと納税寄附金による歳入増額1,300万円、歳出では移住支援金60万円、学童保育室防犯カメラ
等設置工事費257万８千円、その他各事業費の確定に伴う予算措置により、令和５年度予算総額は
22億5,592万１千円となりました。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑧
令和５年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）……増額補正１万円
健康保険証とマイナンバーカード一体化について周知するチラシ印刷代の補正予算措置により、令和
５年度予算総額は１億7,784万６千円となりました。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑨
令和５年度簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）……増額補正45万７千円
舟橋村舟橋地内連合給水管移設工事費等の予算措置により、令和５年度予算総額は8,226万９千円と
なりました。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑩
令和５年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）……減額補正310万１千円
後期高齢者医療広域連合納付金額の確定等の予算措置により、令和５年度予算総額は7,958万９千円
となりました。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑪ 犯罪被害者等を支援する施策の推進等、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図るため、舟橋村犯
罪被害者等支援条例を制定しました。 〇 〇 〇 〇 〇 ×

⑫ 村職員の能力開発や資質向上及び国際貢献活動への参加等、自己啓発による休業について明記した、
舟橋村職員の自己啓発休業に関する条例を制定しました。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑬ 休職や派遣、自己啓発等により休業中の職員について定数外であることを明記するため、舟橋村職員
定数条例の一部を改正しました。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑭ 簡易水道事業の変更認可、企業会計移行に伴い、舟橋村簡易水道事業等の設置等に関する条例を一部
改正しました。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑮ 新たに国重団地19号線、20号線を村道認定しました。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑯ 県内全市町村で提供していた、とやま広域窓口サービスの終了に伴い、証明書等の交付等に係る事務
の相互委託の廃止を決定しました。 〇 〇 〇 〇 〇 〇

陳情
第１号
※

年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情について採択しました。 〇 〇 〇 × 〇 〇

⑰ 固定資産評価審査委員会委員として、松田健治氏、松田容史子氏（ともに舟橋村舟橋）を選任することに同意しました。

⑱ 人権擁護委員候補者として、上楽雄志郎氏（国重）、久和陽子氏（佛生寺）を推薦することに決定しました。

議員提
出議案
第１号

年金制度における外国人への脱退一時金の是正を要請するため、国会及び政府関係機関の長に意見書
を提出することについて決定しました。 〇 〇 〇 × 〇 〇
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総務教育常任委員会 産業厚生常任委員会

令和のとやま型教育推進研究委託金（令和
６年度一般会計予算30万円）の研究内容は。

（田村）

問

住みよい舟橋村 村民の幸福度向上を！委員会質問

全ての子ども達の可能性を引き出す個別の学び
を重点とする研究テーマを設け県教委と市町村

教委が連携して実施している。舟橋村では昨年から問
題発見解決型学習、ふるさと教育の一環として「川で
つながる教育」に焦点を絞って実施した。新年度にお
いても保・小・中が連携して引き続き実施したい。

答

令和のとやま型教育推進事業を継続実施

職員の自己啓発休業に関する条例において、
休業期間満了時における報告義務、休業期

間中の禁止事項の明記がないが、どのように対

応するのか。また、休業期間中の各種社会保険
料等の負担は。                                     （小杉）

問

給与及び手当等の支給はないため、各種社会保
険料等の支払は職員各自となる。休業中の兼業

は許可があれば可能となるが、大学等での修学中や国
際貢献活動に従事している期間中は認められないなど、
許可できない要件もある。休業中は活動の状況報告等、
村の人事担当者と連絡を密にとる必要がある。

答

職員の休業期間中は村の人事担当者と
の連携を密に

各種アドバイザー業務委託料（令和６年度
一般会計予算）として計上されている業務

の委託内容は。また、それぞれにKPIは設定され
ているのか。                                        （小杉）

問

令和５年度に外部人材を登用して半年間実証実
験を行った「デザイン」「SNS」「業務改善」の

各分野で一定の成果が見られ、継続の必要性がある事
項について、各アドバイザーと個別に委託契約を実施
するもの。KPI等については、今後各アドバイザーと
相談して順次決定したい。

答

複業人材アドバイザー事業を継続
能登半島地震による罹災証明書交付の状況
は。                                          （前原）問

罹災証明書交付申請の際、当村で発行する証明
書は、住民の方が持参された損壊箇所写真で判

定する自己判定方式を採用している旨ご説明し、一部
損壊判定となる可能性が高いことに予め了承いただいた
上で受け付けている。交付件数は３月12日時点で16件。

答

自己判定方式による罹災証明書を交付

小中学校図書室の蔵書が少ないと感じる。
増やすべきだと思うが如何か。          （森）問

昨年ネットワーク化した際、保存データの関係
もあり、読まれなくなった古い本は必要な手続

を経て廃棄しているので、現状は少ないと感じられる
かと思う。ある一定の時期に村立図書館の蔵書を小中
学校図書室に移動し、学校図書室の蔵書を確保するこ
とについて検討したい。

答

村立図書館から学校図書室へ蔵書の移
動を検討

重層的支援体制整備事業（令和６年度一般
会計予算）における相談支援・参加支援・

地域づくりに向けた支援内容は。　　　　（竹島）

問

村から村社会福祉協議会への委託事業。相談支
援・参加支援・地域づくりに向けた支援の３つ

を柱としている。「相談支援」…地区サロンや通いの場
など住民の集まりを活用し、相談できる場の設定を行
い、必要なサービスや機関との連携に繋げるもの。「参
加支援」…既存の支援制度では対応できない個別性の
高いニーズに対して地域における社会資源との調整を
行い社会参加に繋げるもの。「地域づくりに向けた支
援」…介護・障がい・生活困窮を伴う地域づくりに係
る支援を一体的に実施することにより世代や属性を超
えて住民同士が交流できる場の創出を推進するもの。

答

社会福祉協議会へ委託し各支援体制を整備

テニスコート人工芝張替工事（令和６年度
予算9,658千円）が計上されているが、張

替えではなくマイクロプラスチックが発生しな

いハードコート等に変更する考えは。 　   （加藤）

問

県内、北信越ともに大会で使用されるコートは
主に砂入り人工芝であり、現在の村のコートも

砂入り人工芝を使用している。舟橋中学校テニス部は
北信越大会に出場するなど活躍しており、日々練習に
励んでいる。多くの大会での試合環境と同様に人工芝
コートを継続したく、張替えとしたもの。

答

テニスコートは人工芝張替により整備

サンフラワープロジェクトを進める上での
ロードマップは。　　　　　　　　（古川）問

ヒマワリを通じ、子ども達・農家・新旧住民が
一体となって「緩やかなふれあいの場」を創出

し地域コミュニティ推進を図ることを目的としている。
現段階でゴールは設定しておらず、これからご参加いた
だく住民主導型でプロジェクトが進むことを期待してい
る。将来的に村の特産品となる産物の開発にも繋げたい。

答

サンフラワープロジェクト（仮称）は住民主導型で！

ブロック塀処分費委託料（令和５年度補正
予算300万円）の業務内容は。

（古川・竹島・前原）

問

能登半島地震により倒壊または損壊したブロッ
ク塀等の撤去及び処分と、道路に面した倒壊の

恐れがあるブロック塀や石積みを対象に、解体・撤去・
処分に係る費用を村が負担するもの。２月に実施した
通学路上のブロック塀等調査においては、早急な対応
を要する危険なものは確認されなかった。

答

倒壊・損壊したブロック塀の解体・
撤去・処分費を負担

能登半島地震に係る災害復旧事業負担金
（令和５年度補正予算72万円）の事業内

容は。　　　　　　　　　　　   　（古川・前原）

問

立山町浅生地内で損壊、液状化した用水路の修
復事業に係る費用。損壊箇所は立山町地内であ

るが、当該用水路の利益を受けるのは、富山市新堀、
開発と舟橋村地内。富山市に事業主体を引き受けてい
ただくこととしており、富山市の試算による事業費に
負担率を乗じて算出したところ、72万円。

答

用水路の復旧事業費を負担
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総務教育常任委員会 産業厚生常任委員会

令和のとやま型教育推進研究委託金（令和
６年度一般会計予算30万円）の研究内容は。

（田村）

問

住みよい舟橋村 村民の幸福度向上を！委員会質問

全ての子ども達の可能性を引き出す個別の学び
を重点とする研究テーマを設け県教委と市町村

教委が連携して実施している。舟橋村では昨年から問
題発見解決型学習、ふるさと教育の一環として「川で
つながる教育」に焦点を絞って実施した。新年度にお
いても保・小・中が連携して引き続き実施したい。

答

令和のとやま型教育推進事業を継続実施

職員の自己啓発休業に関する条例において、
休業期間満了時における報告義務、休業期

間中の禁止事項の明記がないが、どのように対

応するのか。また、休業期間中の各種社会保険
料等の負担は。                                     （小杉）

問

給与及び手当等の支給はないため、各種社会保
険料等の支払は職員各自となる。休業中の兼業

は許可があれば可能となるが、大学等での修学中や国
際貢献活動に従事している期間中は認められないなど、
許可できない要件もある。休業中は活動の状況報告等、
村の人事担当者と連絡を密にとる必要がある。

答

職員の休業期間中は村の人事担当者と
の連携を密に

各種アドバイザー業務委託料（令和６年度
一般会計予算）として計上されている業務

の委託内容は。また、それぞれにKPIは設定され
ているのか。                                        （小杉）

問

令和５年度に外部人材を登用して半年間実証実
験を行った「デザイン」「SNS」「業務改善」の

各分野で一定の成果が見られ、継続の必要性がある事
項について、各アドバイザーと個別に委託契約を実施
するもの。KPI等については、今後各アドバイザーと
相談して順次決定したい。

答

複業人材アドバイザー事業を継続
能登半島地震による罹災証明書交付の状況
は。                                          （前原）問

罹災証明書交付申請の際、当村で発行する証明
書は、住民の方が持参された損壊箇所写真で判

定する自己判定方式を採用している旨ご説明し、一部
損壊判定となる可能性が高いことに予め了承いただいた
上で受け付けている。交付件数は３月12日時点で16件。

答

自己判定方式による罹災証明書を交付

小中学校図書室の蔵書が少ないと感じる。
増やすべきだと思うが如何か。          （森）問

昨年ネットワーク化した際、保存データの関係
もあり、読まれなくなった古い本は必要な手続

を経て廃棄しているので、現状は少ないと感じられる
かと思う。ある一定の時期に村立図書館の蔵書を小中
学校図書室に移動し、学校図書室の蔵書を確保するこ
とについて検討したい。

答

村立図書館から学校図書室へ蔵書の移
動を検討

重層的支援体制整備事業（令和６年度一般
会計予算）における相談支援・参加支援・

地域づくりに向けた支援内容は。　　　　（竹島）

問

村から村社会福祉協議会への委託事業。相談支
援・参加支援・地域づくりに向けた支援の３つ

を柱としている。「相談支援」…地区サロンや通いの場
など住民の集まりを活用し、相談できる場の設定を行
い、必要なサービスや機関との連携に繋げるもの。「参
加支援」…既存の支援制度では対応できない個別性の
高いニーズに対して地域における社会資源との調整を
行い社会参加に繋げるもの。「地域づくりに向けた支
援」…介護・障がい・生活困窮を伴う地域づくりに係
る支援を一体的に実施することにより世代や属性を超
えて住民同士が交流できる場の創出を推進するもの。

答

社会福祉協議会へ委託し各支援体制を整備

テニスコート人工芝張替工事（令和６年度
予算9,658千円）が計上されているが、張

替えではなくマイクロプラスチックが発生しな

いハードコート等に変更する考えは。 　   （加藤）

問

県内、北信越ともに大会で使用されるコートは
主に砂入り人工芝であり、現在の村のコートも

砂入り人工芝を使用している。舟橋中学校テニス部は
北信越大会に出場するなど活躍しており、日々練習に
励んでいる。多くの大会での試合環境と同様に人工芝
コートを継続したく、張替えとしたもの。

答

テニスコートは人工芝張替により整備

サンフラワープロジェクトを進める上での
ロードマップは。　　　　　　　　（古川）問

ヒマワリを通じ、子ども達・農家・新旧住民が
一体となって「緩やかなふれあいの場」を創出

し地域コミュニティ推進を図ることを目的としている。
現段階でゴールは設定しておらず、これからご参加いた
だく住民主導型でプロジェクトが進むことを期待してい
る。将来的に村の特産品となる産物の開発にも繋げたい。

答

サンフラワープロジェクト（仮称）は住民主導型で！

ブロック塀処分費委託料（令和５年度補正
予算300万円）の業務内容は。

（古川・竹島・前原）

問

能登半島地震により倒壊または損壊したブロッ
ク塀等の撤去及び処分と、道路に面した倒壊の

恐れがあるブロック塀や石積みを対象に、解体・撤去・
処分に係る費用を村が負担するもの。２月に実施した
通学路上のブロック塀等調査においては、早急な対応
を要する危険なものは確認されなかった。

答

倒壊・損壊したブロック塀の解体・
撤去・処分費を負担

能登半島地震に係る災害復旧事業負担金
（令和５年度補正予算72万円）の事業内

容は。　　　　　　　　　　　   　（古川・前原）

問

立山町浅生地内で損壊、液状化した用水路の修
復事業に係る費用。損壊箇所は立山町地内であ

るが、当該用水路の利益を受けるのは、富山市新堀、
開発と舟橋村地内。富山市に事業主体を引き受けてい
ただくこととしており、富山市の試算による事業費に
負担率を乗じて算出したところ、72万円。

答

用水路の復旧事業費を負担
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議案第11号、舟橋村犯罪被害者等支援条例制定の件を３月議会で可決することに反対する立場で討
論を行います。
犯罪被害者等支援に関連する法律や条例として、国には犯罪被害者等基本法があり、県には富山県
犯罪被害者等支援条例があります。
３月議会初日の全員協議会で犯罪被害者等支援に関する議案説明が簡潔になされました。犯罪被害
者等支援等においては、国の法律、県の条例がある中で、村は県条例に沿った犯罪被害者等支援条例
を制定しようとしています。
全員協議会で村長は、条例に関し犯罪加害者と被害者の権利のバランスが取れていないことが気に
なると発言されたように思いますが、国の犯罪被害者等基本法や県の犯罪被害者等支援条例はバラン
スが取れていないのか、確認が必要と思います。そして私は村民が関係する条例制定は、慎重かつ丁
寧に進めるべきだと発言しました。何故なら条例は、村民にルールを押し付け時には規制するもので
あり、この条例は、村民の役割や村民の理解の増進、村民の協力を求める条項が盛り込まれ、村民の
理解無くして成り立つ条例ではないと考えたからです。
県下15市町村の中で最初に犯罪被害者等支援条例を制定したのは滑川市です。滑川市では条例を詳
しく解説した逐条解説を作成し、時間をかけてパブリックコメント等の手法で市民への周知と意見を
集め、議会が賛同して条例制定に至りました。
舟橋村では今の議会で、総務教育常任委員会に、この条例議案の審議が付託され、私は審議状況を
傍聴しておりました。その審議の中で、今の議会で条例制定をする必要性の有無についての話も出ま
したが、早急な議決が必要だというものではなかったと思います。しかし、委員会では全員賛成で可
決され、個人的に審議が尽くされたのかという印象が強く残りました。
村民に役割を頭から被せるのではなく、人を大切にする村民主権の村として、村民に条例を詳しく
説明し、舟橋村犯罪被害者等支援条例が何故必要なのか理解してもらい、村民のコンセンサスを醸成
したうえで、条例制定を行うことが肝要だと考えます。また村長や私を含めた議員の皆さんが、条例
の意味合いを判り易く説明する努力も必要だと考えます。
当たり前のことですが、議会は決定権を行使し議決を行います。
議会は村民に最も近い組織として、そして村民の代表であり村民の代理でもある議員が村民の最後
の砦であることを自覚し、上段から決定権をふりかざすのではなく、慎重に権力の行使を行うべきと
考えます。９月議会で環境条例を制定した際にも、議会は条例を議論し、お互い勉強したはずです。
ですから私は議員の皆さんの考えに興味を持ち、この討論に臨んでいます。
また今回、議員そして議会の在り方が問われていると考えますので、『議員の皆さんに条例制定を
もっと丁寧に進めませんか？』と呼びかけ、討論を閉めたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。

森　弘秋 Personal Column
議員一人ひとりの素顔に迫る。

趣 味 ＆ 信 条
～ 私 の 人 生 論 ～

もり　ひろあき
1943年舟橋村に生まれた、生粋の村人。

舟橋小学校・舟橋中学校を卒業。海千山千を経て、平成15年３月

富山県庁を退職。舟橋中学校同窓会会長・舟橋村自治会連合会会長

舟橋村老人クラブ連合会会長・中新川保護区保護司会会長を歴任

私がなぜ諺でもない言葉。私の信条「与えよ。

されば与えられん。」を私の「座右の銘」とし

たのか、これには訳があります。私が30歳前

半の頃ですか。時の先輩が「もっさん（私の事）

自分の主張ばかりではだめ。風呂に入ってお湯

を向こう側に押しやれば、お湯は必ず自分の後

ろに元に戻ってくる。逆に、お湯を自分に得よ

うとすれば、引き寄せればお湯は必ず反対側に

流れる。すなわち、良いことを相手の徳とすれ

ば、いつかは自分にもよいことがある。」と言っ

て教えてくれました。

また、私の趣味とでも言いましょうか？本当

に若い時「謡」から始まり、「詩吟」「剣舞・扇舞」

を勉強し、現在は、詩吟・剣舞を勉強中であり

ます。漢詩等を感情込めて吟ずる。何とも言え

ませんね。剣舞の「ピシッ」と決めた剣さばき。

何とも言えません。

剣舞は、健康のために練習をしています。し

かし、いずれにしても奥が深い。奥が深い。

………。自分は、まだまだ浅い。

故ケネディの名言です。……国（村）があな

たに「何」してくれるのかを問うのでなく、あ

なたが国（村）のために「何」ができるかを問

うてほしい。

奥が深い深い剣舞

信
条
「
与
え
よ
。
さ
れ
ば
与
え
ら
れ
ん
。」

Theme
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議案第11号、舟橋村犯罪被害者等支援条例制定の件を３月議会で可決することに反対する立場で討
論を行います。
犯罪被害者等支援に関連する法律や条例として、国には犯罪被害者等基本法があり、県には富山県
犯罪被害者等支援条例があります。
３月議会初日の全員協議会で犯罪被害者等支援に関する議案説明が簡潔になされました。犯罪被害
者等支援等においては、国の法律、県の条例がある中で、村は県条例に沿った犯罪被害者等支援条例
を制定しようとしています。
全員協議会で村長は、条例に関し犯罪加害者と被害者の権利のバランスが取れていないことが気に
なると発言されたように思いますが、国の犯罪被害者等基本法や県の犯罪被害者等支援条例はバラン
スが取れていないのか、確認が必要と思います。そして私は村民が関係する条例制定は、慎重かつ丁
寧に進めるべきだと発言しました。何故なら条例は、村民にルールを押し付け時には規制するもので
あり、この条例は、村民の役割や村民の理解の増進、村民の協力を求める条項が盛り込まれ、村民の
理解無くして成り立つ条例ではないと考えたからです。
県下15市町村の中で最初に犯罪被害者等支援条例を制定したのは滑川市です。滑川市では条例を詳
しく解説した逐条解説を作成し、時間をかけてパブリックコメント等の手法で市民への周知と意見を
集め、議会が賛同して条例制定に至りました。
舟橋村では今の議会で、総務教育常任委員会に、この条例議案の審議が付託され、私は審議状況を
傍聴しておりました。その審議の中で、今の議会で条例制定をする必要性の有無についての話も出ま
したが、早急な議決が必要だというものではなかったと思います。しかし、委員会では全員賛成で可
決され、個人的に審議が尽くされたのかという印象が強く残りました。
村民に役割を頭から被せるのではなく、人を大切にする村民主権の村として、村民に条例を詳しく
説明し、舟橋村犯罪被害者等支援条例が何故必要なのか理解してもらい、村民のコンセンサスを醸成
したうえで、条例制定を行うことが肝要だと考えます。また村長や私を含めた議員の皆さんが、条例
の意味合いを判り易く説明する努力も必要だと考えます。
当たり前のことですが、議会は決定権を行使し議決を行います。
議会は村民に最も近い組織として、そして村民の代表であり村民の代理でもある議員が村民の最後
の砦であることを自覚し、上段から決定権をふりかざすのではなく、慎重に権力の行使を行うべきと
考えます。９月議会で環境条例を制定した際にも、議会は条例を議論し、お互い勉強したはずです。
ですから私は議員の皆さんの考えに興味を持ち、この討論に臨んでいます。
また今回、議員そして議会の在り方が問われていると考えますので、『議員の皆さんに条例制定を
もっと丁寧に進めませんか？』と呼びかけ、討論を閉めたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。

森　弘秋 Personal Column
議員一人ひとりの素顔に迫る。

趣 味 ＆ 信 条
～ 私 の 人 生 論 ～

もり　ひろあき
1943年舟橋村に生まれた、生粋の村人。

舟橋小学校・舟橋中学校を卒業。海千山千を経て、平成15年３月

富山県庁を退職。舟橋中学校同窓会会長・舟橋村自治会連合会会長

舟橋村老人クラブ連合会会長・中新川保護区保護司会会長を歴任

私がなぜ諺でもない言葉。私の信条「与えよ。

されば与えられん。」を私の「座右の銘」とし

たのか、これには訳があります。私が30歳前

半の頃ですか。時の先輩が「もっさん（私の事）

自分の主張ばかりではだめ。風呂に入ってお湯

を向こう側に押しやれば、お湯は必ず自分の後

ろに元に戻ってくる。逆に、お湯を自分に得よ

うとすれば、引き寄せればお湯は必ず反対側に

流れる。すなわち、良いことを相手の徳とすれ

ば、いつかは自分にもよいことがある。」と言っ

て教えてくれました。

また、私の趣味とでも言いましょうか？本当

に若い時「謡」から始まり、「詩吟」「剣舞・扇舞」

を勉強し、現在は、詩吟・剣舞を勉強中であり

ます。漢詩等を感情込めて吟ずる。何とも言え

ませんね。剣舞の「ピシッ」と決めた剣さばき。

何とも言えません。

剣舞は、健康のために練習をしています。し

かし、いずれにしても奥が深い。奥が深い。

………。自分は、まだまだ浅い。

故ケネディの名言です。……国（村）があな

たに「何」してくれるのかを問うのでなく、あ

なたが国（村）のために「何」ができるかを問

うてほしい。
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A

議会広報特別委員会

Br idging   Crossword

　皆さんも経験はありませんか？ 
　連絡先を交換した覚えのない人からLINE・SNS・携帯への着信等が届
くことが有ります。毎回無視をしていますが、どこから情報が漏れてい
るのかと思うととても怖いですね。 
　買い物やLINE・SNS・ゲームなど、さまざまな事が出来るスマホですが、
便利なものが次々に出てくるとそれを悪用する人も同じように次々と現
れます。自分だけは大丈夫と思っている人も、今一度自身が安全に利用
出来ているか再確認してみませんか？ 　　　　　　　　 　（前原　記）

○ ヨコのカギ

１：英語でお米のこと

２：日本に14125個ある地形の事

３：近年これの海洋流出が問題になっています

４：刃長が２尺以上ある刃剣の事

５：長良川、三隅川、肱川で有名な夏の風物詩

６：４/１から増額される、全国大会等出場○○○

７：村内の河川でも見られる、鯎と書く魚
８：物を言わない事、黙っている事

９：物品の、ある時期における価値を反映させた価格

10：舟橋村地域学校協働本部の愛称、ふなはし○○○

11：葡萄の色が語源となったといわれる甲殻類

12：袈裟の読み

13：渚の貴婦人と形容される魚
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11

2312

8 13

4

18
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20

○ タテのカギ

６：LGBTQのうちGの事

11：礼儀作法、マナーの事

14：亀を助けて、玉手箱をもらった人

15：若干不足している、ちょっと足りない事

16：外出して家にいないこと

17：森議員の下の名前

18：夢をよく見ると言われている○○睡眠

19：インド西部のグジャラート州の公用語

20：富山の春は光る○○が有名ですね

21：訓読みが「きのこ」の漢字の音読み

22：地上のある一か所の事

23：河川残留型（陸封型）をヤマメと呼ぶ魚

始まりました。
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委  員  長：古川　元規

副委員長：前原　英石

委　　員：田村　　馨

委　　員：小杉　知弘
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議会・議会だよりについて、
皆さまのご意見・ご感想を
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